
被服衛生学， 第４３号 （２０２３）

一般社団法人日本家政学会被服衛生学部会規約

第１条（名称）

　

本会は、 一般社団法人日本家政学会被服衛生学部会と称する。
第２条 （目的）

　

本会は、一般社団法人日本家政学会の部会として、被服衛生学領域の研究・教育を推進し、併せ

　

て家政学の発展に寄与することを日的とする。
第３条（事業）

　

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。なお、その事業計画と事業報告を理事会に

　

報告するものとする。

　　

（１） 本会総会の開催

　　

（２） 本会セミナーの開催

　　

（３） 部会誌の発行

　　

（４） その他、 本会の目的達成上の必要な事業

第４条（構成員）

　

本会は、 次の構成員で組織する。

　　

（１） 正会員

　　　　

原則として日本家政学会員で、 被服衛生学領域に関連する研究・教育者

　　

（２） 賛助会員

　　　

本会の日的に賛同し、 本会の事業を援助する個人または団体

　　

（３） 学生会員

　　　

被服衛生学領域に関心をもつ学生

　　

（４）名誉会員

　　　

本会の発展に特に貢献した ７０ 才以上の会員で、 役員会が推挙し、 総会で
承認された者

第５条 （役員）

　

本会に次の役員をおく。
部 会 長

　　　　

１名

副部会長

　　　　　

１名

幹

　　

事

　　　　

２５名以内

監

　　

事

　　　　　

２名

顧

　　

問

　　　

若干名

第６条 （部会長の選任・解任）

　

部会長 （日本家政学会会員に限る） の選任および解任は総会にて行い、 理事会の承認を受ける。

　

なお、 その詳細は別に定める。
第７条 （部会長以外の役員の選任・解任）

　

副部会長、幹事及び監事の選任は本会会員の互選とし、総会の承認を受ける。また、解任は総会

　

にて行う。

　

顧問は役員会において推挙し、 総会の承認を受ける。 また、 解任は総会にて行う。
第８条 （役員の任期）

　

役員の任期は１期２年とし、 連続２期を上限とする。

　

ただし、総会において本会運営上必要と認められた場合はこの限りでない。なお、役員交代時期

　

における引継ぎに係る詳細は別に定める。
第９条 （役員の職務）

　

役員の職務は次の通りとする。

　

（１） 部会長は、 本会を代表し会務を統括する。

　

（２） 副部会長は、部会長を補佐し、 必要により部会長の職務を代行する。

　

（３） 幹事は、 本会の業務を遂行し、 必要に応じて業務を分担する。

　

（４） 監事は、 本会会計と業務執行を監査する。

　

（５） 顧問は、 必要な助言を行う。
第１０条 （総会）

　

総会は、原則として日本家政学会の年次大会時に開催する。また、適宜臨時総会を開催すること

　

ができる。
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第１１条 （会費）

　　

（１）会費を徴収するにあたっては、使途を記載した事業計画・予算を理事会に報告するものと

　　　　

する。

　　

（２） 会費は年額、（ア） 正会員２５００円、（イ） 賛助会員１口以上 （１口

　

２００００円）、（ウ） 学生

　　　　

会員１０００円とする。 なお、学生会員は年度始めに指導教員を通じて申請する。（ェ）名誉

　　　　

会員は会費を徴収しない。
第１２条 （寄付金）

　　

本会は事業を推進するにあたり寄付金を収受できる。ただしこの場合、理事会に報告するものと

　

する。
第１３条 （補助金）

　　

本会は事業を推進するための資金として、 補助金の交付を理事会に申請することができる。
第１４条 （会計）

　　

（１） 本会の運営経費は、 会費、 寄付金および補助金による。

　　

（２） 会計年度は、４月１日より翌年３月３１日までとする。

　　

（３） 本会の予算・決算は、 理事会に報告するものとする。
第１５条 （個人情報の保護）

　　

本会は個人情報の安全管理のため以下を定める。

　　

（１） 本会会員は、個人情報保護の義務を負う。

　　

（２） 個人情報の管理は、 庶務が担当する。

　　

（３）個人情報は、名簿管理、諸経費徴収、資料等送付、広報、役員選出、各賞推薦のため、お

　　　　

よび役員会が特に必要と認めた場合に利用できる。

　　

（４）各役員が個人情報を必要とする場合、目的を添えて庶務に請求する。庶務は部会長の承認

　　　　

を経て、必要箇所のみを提示する。各役員は、業務遂行後、速やかに得た個人情報を廃棄

　　　　

する。

　　

（５） 本会会員が本人の個人情報を要求するとき、庶務はこれに応じることができる。
第１６条 （事務局）

　　

本会の事務局を庶務責任者および会計責任者の所属する機関内におく。 各々を事務局 （庶務）、

　　

事務局 （会計〕 と表記する。 なお、 その詳細は別に定める。
第１７条 （入退会）

　　

本会への入会および退会は、事務局（庶務）に申し出る。 ２年間会費を滞納したものは退会とみ

　　

なす。
第１８条 （廃止）

　　

本会の廃止は総会にて議決し、 理事会の承認を受けるものとする。
第１９条 （規約の改廃）

　　

本規約の改廃は， 総会において承認を受け、 一般社団法人日本家政学会理事会に報告する。
第２０条 （その他）

　　

本会の運営に必要な事項は、 役員会で検討し、 総会の承認を受けるものとする。

【附則ｊ】
１， この規約は、 平成２２年５月２９日より施行し、 同年４月１田こ遡及して適用する。
２． この規約は、 平成２４年５月１２日から施行する。
３． 本部会の設立 田ま、 昭和５１年１０月９日であることを平成２８年１２月３１日もこ追記する。
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÷般社団法人日本家政学会被服衛生学部会内規

＜所在地＞

　

この音ー陰会の所在地を、会計責任者の所属する機関内におく。
＜事務局＞

　　

庶務責任者は、〒１７３－８６０２東京者隊反橋区加賀１－１８－１東京家政大学短期大学部

　

野上遊夏、会計責任者は、〒

　　

１５１－８５２３京東義輔絃ｉＥ谷区代々木３－２２－１文化学園大学 松井有子とする。 期間は、２０２３年４月１日より、２０２５年

　　

３月３１日までとする。 なお、 会計責任者が口座の管理を行う。
＜役員のｆａ期および交代時期における引継ぎ＞

　

役員のｆ封期は４月１日から３月３１日までとする。キ鵠員交ｆ都寺期は４月１日から総会までを引継ぎ期間とし、４

　

月以降園原則として次期役員が部会運営にあたる。
＜次期音－陰長の選謝壬＞

　

１． 次期部会長は、当該年度モ順風こおいて日刺鵡攻学会ネ湖開衛生学部会の会／劉歴５年以上の部会員（名誉会員、

　　　

部会長２塀饗食者を除く）の中から選計壬されるものとする。その選詐壬作熟ま、現部会長が指名した選馨雑管理

　　　

委員３名から成る部会長選挙塔彰里委員会が選塾挙によって行なうものとする。委員長は３名の互選によるもの

　　　

とする。

　

２．部会長選射管理委員会は、有効投票余鎚郷）最多数を得たものを、次期部会最欝甫者としてネ食会に推薦する。

　　　

同数の場合は、部会員歴の長いものを次期部会長ず鰭霜者として総会に推薦する。無効ｆ矩票とは、①断定の投

　　　

票用紙を用いないもの、②所定の投票書式を用いないもの、③庭票用紙に記名があるもの、④所定の人数を

　　　

超えてま挺票したものとする。
＜名誉会÷員の選考＞

　

第１条 会則第４条に定める名誉会員は、会員の中から１鰭凝雪が選考される。

　

第２条 名誉会員の決定は、役員会においてその資格を審議し、総会で承認されなければならない。

　

第３条 名誉会員の資格中議にあたっては、 次の基準によるものとする。

　　

１． 永年、会員として本会に尽力した人

　　

２， ネ湖展衛生学領域に著名な業獣責を残した人

　

選巽考委員会における申し合わせ事諺頁

　　

・

　

日本家政学キ会客湖尉衛生学部会の会員歴が原則２０年以上で、 部会の活動上、 又は発展に功績があった７０

　　　　

歳以上のものとする。

　　

・

　

選巽考委員会の構成は、部会長、副部会長、各責佃幹事官組織する。

付記
この内規は、 平成２３年４月１日に遡及し、 施行する。
改訂

　

平成２３年５月２８日

己蛤丁 平成２５年８月２５日

改訂 平成２６年５月２４日

改訂 平成２７年５月２４日

己臨丁 平成２８年５月２８日

己妬丁 平成２８年８月２５日

改訂 平成２９年５月２７日

改訂

　

令和元年５月２５日

改訂

　

令和３年５月３０日

改訂 令和５年５月２８日
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